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問３ 次の文はマルチビーム(浅海用)音響測深機を使用した水深測量について述べたも

のである。（  ）の中に当てはまる適切な語句を下の解答欄に記入しなさい。 

 

マルチビーム(浅海用)音響測深機とは、船底（又は舷側）に設置した送波器から

扇形に音波を出し、進行方向に対して（ ① ）の水深を幅広く測定する測深機で

ある。水深測量を行うときは、水深を測定するマルチビーム(浅海用)音響測深機、

海上位置を測定する（  ②  ）、調査船の方向や微妙な揺れや動きを計測する

（ ③ ）及び（ ④ ）を装備することが必要であり、測深情報、測位情報及び

動揺情報を組み合わせることにより、高精度な測量を行うものである。測定結果は、

( ⑤ ）デジタル処理するため、海底地形を詳細に把握できるほか、鳥瞰図、等深

線図などの画像処理ができ、わかり易い成果物を作成することができる。  

 

問４ 次の文は最低水面について述べたものである。（  ）の中に当てはまる適切な語

句または記号を下の解答欄に記入しなさい。 

 

常設験潮所の最低水面の決定は地盤変動の状況などを検討して通常最近の

（ ① ）ヶ年間の（ ② ）をもって、その地の永年平均水面とする。 

永年平均水面から（ ③ ）を下方に下げた面を最低水面とする。 

また、（ ③ ）は主要４分潮（ ④ ）、（ ⑤ ）、（ ⑥ ）、（ ⑦ ）の振幅（半

潮差）の和にほぼ等しい値である。 
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